
 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日  

政策経営部政策研究・調査課 

 

 

令和８年経済センサス‐活動調査の実施について 

 

１ 調査名称 

令和８年経済センサス‐活動調査 

【調査の種類】 

 調査の内容 実施頻度 

基礎調査 組織の基本的な事項 ５年に一度 ※乙調査は毎年 

活動調査 経済活動に関する詳細な事項 ５年に一度（基礎調査の２年後） 

 

２ 調査期日 

令和８年６月１日 

 

３ 調査目的 

全産業分野の売上（収入）、費用等の経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国に

おける事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及

び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的とする。 

 

４ 調査主体 

総務省・経済産業省 

 

５ 調査体系 

（１）甲調査 

   国、地方公共団体の事業所を除く事業所・企業を対象とする調査 

（２）乙調査 

   国、地方公共団体の事業所を対象とする調査 

【調査の全体像】 
 ②調査対象による分類 

甲調査 乙調査 

直轄調査 調査員調査 

①調査事項 
による分類 

基礎調査 国 － 区 

活動調査 国・都・区 区 国・都・区 

※基礎調査では甲調査を国だけで行うため、区が携わるのは乙調査のみであるが、 

活動調査では甲・乙両方の調査に区が携わる。 
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６ 甲調査の概要 

（１）調査対象 

国、地方公共団体の事業所を除く全国すべての事業所及び企業（個人経営の農林漁

業、家事サービス業、外国公務の事業所を除く。） 

（２）調査方法 

   過去の調査結果等により把握している事業所（以下「存続事業所」という。）に対し

て、国からインターネット回答に必要な書類を郵送する。その上で、調査員が、未回答

の事業所及び実地確認により新たに把握した事業所（以下「新設事業所」という。）に

対して、紙の調査票を含む調査書類一式を直接配布する。 

（３）調査区分 

① 調査員調査 

ア 調査対象 

存続事業所のうち直轄調査の対象ではない事業所、新設事業所 

イ 調査方法 

１）国が存続事業所に対して、インターネット回答に必要な書類を郵送する。 

２）調査員が、担当の調査区内を巡回して、外観から全ての事業所の活動の有無を

確認し、記録する。 

３）調査員が、インターネットで未回答の存続事業所及び新設事業所に対し、紙の

調査票及びインターネット回答に必要な書類を配布する。 

４）区では、インターネット又は郵送による回答を原則とし、事業所から要望があ

った場合にのみ調査員による調査票の回収を行う。 

５）回答期限までに未回答の事業所に対して、調査員が回答依頼文を配布し、それ

でも未回答の事業所に対して区から督促状を郵送し、督促を行う。 

② 直轄調査 

ア 調査対象 

存続事業所のうち、複数の事業所を有する企業、従業員 300人以上の単独事業所

等 

イ 調査方法 

１）調査員調査と同様に、国からの書類送付及び調査員による事業所の活動状態の

確認を行う。 

※調査員調査と異なり、調査員による調査書類の配布及び調査票の回収は行わな

い。 

２）国から督促をしてもなお未回答の事業所に対して、区が郵送により督促を行う。 

（４）主な調査項目 

① 産業共通の基本的事項 

事業所の名称、所在地、従業者数、主な事業の内容、経営組織、売上・費用等の経

理事項等 

② 産業別の特性事項 

【例】製 造 業：製造品出荷額、在庫額等 

サービス業：サービス収入の内訳等 
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（５）調査規模（世田谷区） 

調査区 調査対象事業所 調査員 

５００調査区 約４５，０００事業所 
（調査員調査：約３５，０００事業所） 

約３４０名 

※調査員は、区登録調査員、令和７年国勢調査従事者及び職員から任用する。 

（６）周知方法 

区のお知らせ、区ホームページ、エフエム世田谷、デジタルサイネージ、産業団体

会報誌への掲載、介護保険事業者あて広報紙への掲載、リーフレットの配布（三師会、

青色申告会等）、ポスター掲示（区庁舎、区広報板、世田谷線、区内信用金庫、農協

等）、せたがやｐａｙ加盟店への通知、中小事業所向けメルマガの配信 

 

７ 乙調査の概要 

（１）調査対象 

   区の事業所（本庁、総合支所、出張所・まちづくりセンター、小・中学校、幼稚園、

児童館、新ＢＯＰ、保育園、図書館等） 

（２）調査方法 

定期庶務連絡及び庁内メールにより、各部庶務担当課及び各所管課あてに回答を依

頼する。庁内共用フォルダ内の調査票（Excel形式）に入力する方法で回答を得る。 

（３）主な調査項目 

   事業所の名称、電話番号、所在地、職員数の内訳、主な事業の内容 

 

８ 予算 

６７,６４４,２４６円 

【内訳】 

予算科目（節） 金額 摘要 

報酬 ５７,１３５,６４２円 調査員、指導員、会計年度任用職員 

職員手当等 ２,０４４,０００円 時間外勤務手当 

旅費 １,３０１,５００円 職員現地調査、調査員費用弁償等 

需用費 １,２５３,９４０円 消耗品、封筒印刷 

役務費 ５,６１２,１６４円 郵便料 

委託費 ２９７,０００円 ごみ処理委託 

※都支出金を財源とする。 

 

９ 今後の予定 

（１）調査 

① 甲調査 

令和８年 ４月上旬   国から存続事業所へのインターネット回答用書類の郵送 

       １６日  事前回答期限 

５月上旬   区から調査員への調査物品の送付 

          上・中旬 調査員説明会の開催（動画視聴・会場参加） 
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            中旬 調査員による事業所の活動状態の確認 

          中・下旬 調査員による調査書類の配布 

        ６月１日   調査期日 

          ８日   回答期限 

中旬   区から調査員への回答済み事業所一覧の送付 

中・下旬 調査員による未回答事業所への回答依頼文の配布 

          下旬   調査員から区への調査書類の提出 

        ７月     指導員による調査書類の審査 

        ８月     区による調査書類の審査（～９月） 

               調査員調査対象の未回答事業所への督促状郵送 

       １０月     直轄調査対象の未回答事業所への督促状郵送（～１１月） 

          中旬   東京都への調査書類の提出 

② 乙調査 

   令和８年 ５月下旬   各所管課への調査依頼 

        ６月１日   調査期日 

６月末    回答期限 

        ７月上・中旬 区による調査書類の審査 

        ７月下旬   東京都への調査書類の提出 

（２）公表 

令和９年 ５月末    国による速報集計の公表 

９月下旬   国による確報集計の公表（～令和１０年３月順次） 
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